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第１３５回 国有財産近畿地方審議会 

 

日時：令和６年５月３０日（木） 

１０時００分～１０時５０分 

場所：近畿財務局８階大会議室 

 

【村尾会長】  本日は大変ご多忙の中ご出席賜りまして誠にありがとうございます。  

ただいまから第１３５回国有財産近畿地方審議会を開催いたします。  

まず初めに事務局から会議成立の報告をお願いいたします。 

【七里管財総括第１課長】  管財総括第 1 課長の七里でございます。  

まず初めに会議成立の報告をさせていただきます。  

本審議会は、国有財産法施行令第６条の８第１項の規定に基づきまして、会議を開

き、議決をするためには委員の半数以上の出席が必要でございます。 

本審議会は、現在１１名の委員で構成されており、本日は９名の委員にご出席いただ

いておりますので、委員の半数以上の出席となり、本会議は有効に成立しておりますこ

とをご報告いたします。 

【村尾会長】  それでは審議に先立ちまして、関口局長からご挨拶がございます。 

よろしくお願いします。 

【関口局長】  局長の関口でございます。 

本日はご多用のところ、ご参集いただきまして誠にありがとうございます。  

国有財産行政については、今から５年前、令和元年６月に財務本省の財政制度等審議

会におきまして、希少性の高い国有地は、売却せず、国が所有権を留保し、定期借地に

よって有効活用を図っていくということを決めまして、国有財産の管理処分の方法が大

きく見直されたところでございます。これがいわゆる、留保財産でございます。  

その後、こちらの審議会では、留保財産の選定や利用方針についてご審議をいただい

てきたところでございます。 

本日は令和４年１２月に留保財産として選定させていただいた、京都市上京区にござ

います国有財産の利用方針についてご審議いただくこととしています。 

詳細はこの後事務局の方から説明させていただきますけれども、是非とも皆様方にお
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かれては忌憚のないご意見をいただければと思います。  

簡単ではございますけれども開催に当たりましてのご挨拶とさせていただきます。 

本日はどうぞよろしくお願い申し上げます。 

【村尾会長】  それでは議事に入ります。 

本日の審議は諮問事項１件と報告事項１件です。  

なお、審議会の開催結果、議事録につきましては、近畿財務局のホームページにおい

て公開することとなっておりますので、ご承知置き願います。 

それでは事務局から、諮問事項、京都市上京区に所在する留保財産の利用方針の決定

について説明願います。 

【原井管財部長】  管財部長の原井でございます。どうぞよろしくお願いいたしま

す。  

それでは私の方から資料に沿って説明させていただきます。  

恐れ入りますが、着席の上、説明させていただければと思います。  

今回の諮問事項は、京都市上京区に所在する留保財産の利用方針の決定についてでご

ざいます。まず初めに、留保財産の活用の手順について、簡単に説明させていただきま

す。  

資料１ページをご覧ください。 

留保財産の選定・活用の手順といたしましては、①初めに、どのような財産を留保す

るのかという基準を策定し、②次に、選定基準に基づいて、具体的にどの財産を留保す

るのかを決定し、③個々の留保財産について利用方針の検討を行った上で、④最後に、

個々の留保財産を具体的にどのように活用していくかを決定することとなります。  

このうち、①②④と要の部分で、審議会にてご審議いただくこととしております。 

まず、①の留保財産の選定基準の策定につきましては、令和２年２月の審議会でご審

議いただき、将来においてより多くの行政需要が生じる可能性があるかとの観点から、

人口の多い地域に所在し、一度手放すとその再取得が困難となるような土地を留保財産

とするための基準を策定していただきました。 

本日、④の利用方針の決定をご審議いただく本財産につきましては、前々回の第１３

３回審議会において、②の留保財産として選定していただいたものでございます。  

２ページをご覧ください。 
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それでは、本財産の概要について説明させていただきます。  

所在地は京都市上京区西洞院通椹木町上る東裏辻町４１８番 1 外１筆、左側の地図の

赤丸部分が対象地でございまして、京都市営地下鉄烏丸線丸太町駅の北西約４００メー

トルに位置しております。 

周辺には、国の庁舎として文化庁、京都農林水産総合庁舎、京都法務合同庁舎がある

ほか、京都府庁、京都府警察本部などもあり、国や公有の施設が集積しております。 

また、南側には京都第二赤十字病院が隣接しており、東方には平安女学院大学がござ

います。  

本財産の所在する地域は、京都市都市計画マスタープランにおいて、都心部のうちで

も地域中核拠点エリアとなる丸太町駅周辺地域に位置しており、京都御苑の豊かな緑と

調和しながら、商業・業務機能の更なる充実が図られるとともに、文化庁の移転を契機

に京都の官庁街として風格のある拠点形成が求められております。  

３ページをご覧ください。 

周辺図になります。 

対象地は赤色の部分で、土地の数量は約２,４００平方メートル、用途地域は、商業

地域、建蔽率８０％、容積率５００％でございます。  

接道状況は、右側の空中写真にお示ししているとおり、西側、北側及び東側が京都市

道に面しております。 

本財産は従前より、内閣府が京都府警察に無償での使用を許可し、京都府警察本部別

館敷地として利用されていたものですが、京都府警察本部の移転に伴い、その用途が廃

止されたものでございます。 

現在、京都府警察において、建物の解体工事を行っているところであり、現状では、

本財産はまだ内閣府が所管しておりますが、令和６年度中を目途に、内閣府から当局に

引き継がれる予定となっております。 

なお、本財産に隣接する白抜きの部分は京都府有地で、本財産と併せて一区画を形成

している状況となっております。 

４ページをご覧ください。 

それでは、留保財産の利用方針決定プロセスについて、説明させていただきます。 

利用方針の検討に当たりましては、財産の立地条件や、用途地域、建蔽率、容積率等
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の使用条件について整理した上で、当該財産を用いて整備可能な施設の規模や導入すべ

き機能、公共施設の要否、利用期間等について、まちづくりを担う地方公共団体との協

議や民間のニーズ調査を行うこととしております。  

その後、当該検討を踏まえて作成した利用方針案について、国有財産地方審議会にお

諮りした上で、利用方針を決定するという流れになります。  

なお、留保財産は将来世代における地域・社会のニーズにも対応するという観点か

ら、国が所有権を留保しつつ、定期借地権による貸付けを行うことを前提としておりま

すので、これに沿った利用方針を決定することとなります。 

５ページをご覧ください。 

次に、本財産の利活用の検討に当たって、地方公共団体と協議した内容について説明

させていただきます。 

まず初めに、従前より、京都府と当局との間で設置している、京都府における国有及

び公有財産の最適利用推進協議会を活用し、協議を行うことといたしました。  

具体的には、令和５年４月に意見交換を実施したところ、京都府から、本財産につい

ては、京都府保健医療計画に基づき重要な役割を果たす京都第二赤十字病院の建替用地

として活用したい旨の提案がございました。 

その後、令和５年６月、京都府及び京都市に対して、正式に本財産の利用に関する意

見照会を行ったところ、京都府からは、京都第二赤十字病院の建替用地として、隣接す

る府有地と一体で活用することが最適とする意見書の提出があり、京都市からも、京都

府からの情報提供を踏まえ、京都第二赤十字病院の建替用地として活用され、地域医療

の向上が図られることは望ましいとする意見書の提出がございました。  

それでは京都府からの意見に関して、具体的に確認した事項や協議内容について説明

させていただきます。 

６ページをご覧ください。 

まず、京都府保健医療計画とは、資料の下の方、※で記載しておりますが、地域にお

ける保健医療資源の充実と、安全で良質な医療を提供する体制の構築を目的として、医

療法の規定に基づき京都府が策定しているものでございます。  

当該計画において、京都第二赤十字病院に求められている役割・機能は、主に、救命

救急センターとして、高度急性期及び急性期の医療を提供すること、地域がん診療連携
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拠点病院として、最新医療機器による専門的な治療環境を整備すること、新興感染症に

よる重症患者への対応や災害医療となっており、地域医療に不可欠で非常に重要な役割

を担っているところでございます。 

また、京都府からの意見書においては、老朽化等の著しい当該病院の建替えによっ

て、医療機能の更なる充実・強化が図られ、京都府保健医療計画に基づく当該病院の役

割が、より一層果たされることを期待している、とされております。 

７ページをご覧ください。 

ここで、ご参考までに京都第二赤十字病院の概要等について、簡単に説明させていた

だきます。  

京都第二赤十字病院は、明治４５年に現京都府庁敷地内に開設され、その後の建替え

や増設を経て現在地に所在しております。 

許可病床数は６６７床で、救命救急センターや地域がん診療連携拠点病院等に認定さ

れております。 

敷地面積は、京都市からの借地部分を含めて、約９,０００平方メートル。建物はＡ

からＤ棟の複数病棟で構成されており、延べ床面積は約４万５,６００平方メートル

で、築年数は最長約７０年となっております。 

資料の下の方、※２に記載しておりますが、当該病院は、京都府で最初に開設された

救命救急センターであり、重篤患者のための３次救急を担う救命救急センターとして、

令和４年の救急車搬入件数は８,３３５件と、京都市内最多となっております。 

８ページをご覧ください。 

次に、本財産を含めた現地の状況について説明させていただきます。 

この資料は、航空写真を基に、土地の状況や病棟の配置状況等についてお示ししたも

のとなっております。 

病棟は、ＡからＤ棟で構成されておりますが、ご覧の通り、Ｃ棟が北、東、南の３棟

に分かれており、合計６棟で構成されております。  

一番下の欄に各病棟の築年数等を記載しておりますが、Ａ棟を除くＢからＤ棟につき

ましては、主として、約６０年以上の築年数となっております。  

なお、耐震性につきましては、応急的な耐震改修工事は実施しているものの、大半の

病棟が、耐震基準を満たせていない状況となっております。 
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９ページをご覧ください。 

次に京都府有地との一体利用について説明させていただきます。  

京都府との協議において、京都府から、本財産を病院機能、京都第二赤十字病院の建

替用地として活用するに当たっては、隣接する京都府有地を一体で活用したいとの要望

がございました。 

なお、京都府からは、国有地の利用方針が今回の内容で決定されれば、これに合わせ

て、府有地を当該病院の建替用地として活用する旨の方針決定を行う予定と聞いており

ます。  

１０ページをご覧ください。 

次に、日本赤十字社が検討している本財産の具体的な利用要望について、説明させて

いただきます。 

資料下の方に※で記載しておりますが、京都府及び京都市からの意見や、京都府との

協議内容を踏まえますと、本財産への導入施設としては、京都第二赤十字病院の建替用

地に限定され、他の施設の設置を検討する余地がないものと認められましたので、マー

ケットサウンディングによる民間のニーズ調査や他の取得等要望の受付は不要と判断

し、日本赤十字社の利用要望を受け付けることといたしました。  

まず、本地を利用する理由の一つは、施設の老朽化、狭隘、動線の問題から、早期の

建替えが必要であることでございます。 

この点、日本赤十字社の要望や京都府からの意見に基づいてもう少し具体的に補足い

たしますと、施設の老朽化については、大半の病棟が築年数６０年以上となっているこ

と。狭隘については、現状、手術室が狭隘のため、最新医療機器を用いた高度医療に対

応できないこと。動線の問題については、建物の継ぎ足しを繰り返したことで、患者動

線が悪く、入院患者の移動が円滑ではないなど、療養環境上、極めて非効率な構造にな

っていることが挙げられます。 

また、もう一つの理由は、病院機能を維持しつつ、建替工事を行う必要があるとこ

ろ、余剰スペースや他に適切な代替地がないということでございます。  

具体的な取得等方法は、一般定期借地を活用した借受けで、貸付要望期間は、新病棟

の運用予定期間６５年に、建設工事や原状回復の期間５年を加えた、合計７０年となっ

ており、当局といたしましても、特段、問題等のないものと考えております。  
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１１ページをご覧ください。 

次に、留保財産の利用方針に係る分類について説明させていただきます。  

留保財産の利用方針は、地方公共団体との協議等を踏まえ、整備可能な施設の規模

や、導入すべき機能等について検討し、その施設用途に応じて、表の１から４の類型に

当てはめ、この４つの類型の中から利用方針を決定することとなります。 

まず、４つの類型がどういったものなのかを説明させていただきます。  

１の公共随意契約対象施設は、防災倉庫等で地方公共団体が直接事務・事業の用に供

する場合など、公共性の高い施設の用に供する場合で、公共随意契約の対象となる場合

は、こちらに分類されます。 

２の複合施設は、１の公共随意契約対象施設と民間収益施設が複合的に整備される場

合は、こちらに分類されます。 

３の民間収益施設は、民間収益施設のみで整備される場合に、こちらに分類されま

す。  

４のその他は、この１から３に当てはまらないもの、つまり施設用途を特定できない

ものが、このその他に分類されます。 

また、表のとおり、施設用途等に応じて、契約方式や設定可能な貸付期間に違いがご

ざいます。  

契約方式につきましては、地方公共団体などが公的利用に供する場合は随意契約、そ

れ以外の場合は二段階一般競争入札となります。  

この二段階一般競争入札は、地域のニーズに対応した有効利用・最適利用を図る観点

から、第一段階において土地利用等に関する企画提案を審査し、審査を通過した者を対

象に、第二段階において価格競争を行うものでございます。 

なお、貸付期間も施設用途によって異なり、一部でも公共随意契約対象施設が含まれ

る場合は、貸付期間が５０年以上の一般定期借地権の設定が可能となります。また、公

共随意契約対象施設が含まれない場合は、貸付期間が１０年から３０年までの事業用定

期借地権の設定が基本となりますが、一定の要件を満たせば、一般定期借地権による貸

付けを行うことも可能となっています。 

１２ページをご覧ください。 

以上を踏まえ、本財産の利用方針は、１の公共随意契約対象施設とし、具体的には、
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京都府及び京都市からの意見等を踏まえ、京都第二赤十字病院の建替用地とすることが

適当と考えております。 

１３ページをご覧ください。 

以上を踏まえた本財産の具体的な利用方針でございますが、利用用途は公共随意契約

対象施設、京都第二赤十字病院の建替用地とし、貸付期間は、一般定期借地権を活用し

た７０年として、決定することが適当と考えております。  

１４ページをご覧ください。 

最後に、今後のスケジュールについて説明させていただきます。 

まず、京都府警察において、現在、建物の解体工事を行っているところですが、令和

６年度中に本財産を当局に引き継げるよう、工事を完了していただく予定となっており

ます。  

次に、当局といたしましては、本財産の利用方針について、当審議会でご了解をいた

だければ、日本赤十字社に対して相手方決定を行うこととしております。  

その後は、当局において不動産鑑定評価を行い、日本赤十字社と賃料に係る見積合せ

の上、令和８年度初め頃の定期借地契約の締結を予定しております。 

日本赤十字社においては、当局の相手方決定後に、基本設計及び実施設計を行い、契

約締結後の令和８年度から、第一期建替工事を開始し、令和１０年度に本財産上に新病

棟を開設する予定となっております。なお、病院敷地全体に係る病棟の建替工事は、最

終、令和１５年度までの予定と聞いております。  

以上が、諮問事項、京都市上京区に所在する留保財産の利用方針の決定についての説

明となります。ご審議の程よろしくお願いいたします。  

【村尾会長】  それでは、ただいまの説明につきまして、ご質問、ご意見はございま

せんか。如何でしょうか。沢田委員、お願いします。  

【沢田委員】  今回の建替えというのが、６ページにありますけれども、結局、保健

医療資源の充実と安全で良質な医療を提供するという体制の整備ということが大目的と

理解しますけれども、そうすると建替えで、この老朽化と狭隘と動線の問題が理由でし

たけども、老朽化と狭隘のところは今回敷地も広がるのでクリアできるだろうなと、か

つ最大のリスクである耐震の問題もクリアできる。動線の点についてもこれは、今回こ

の建替えによって随分確保されるということで、まさに先行きの医療資源の充実と安全
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で良質なというテーマにですねしっかりかなったような、再整備をされるという理解で

よろしいですかというのが一つ目です。 

これによって、今回計画を見直されると思うんですけれども、今のテーマに沿ってで

すね、残る課題というかですね、そういうものがあるのかどうかというのが二つ目で。  

もう一つ、建替期間中と同時並行で取り壊しをやっていくということで、中々やるの

が難しいんだろうなと。その間、従来の医療レベルが落ちるとかですね、地域医療のレ

ベル落ちるとなると、これでまた不具合があると思うんですけども、この辺りの手当は

何かあるんでしょうか。 

【村尾会長】  事務局からお願いします。 

【原井管財部長】  ありがとうございます。  

ただいま３点ご質問いただきましたが、まず動線の問題でございますが、基本設計、

実施設計これからということでございますので、まだ具体的にどういう姿なのかという

のは我々も承知はできておりませんが、もちろん動線が課題であるということは京都第

二赤十字病院の方で、認識の上、考慮されますのでそこは十分配慮された形になってい

くものと承知しております。 

あと残る課題でございますが、特に我々が今聞いているのは、先ほど申しました、老

朽化・狭隘・動線それから耐震構造というものでございますので、その中で課題をクリ

アした建替えが行われていくものと承知しております。  

最後に同時並行で建替えをしていく、もちろんその建替工事の最中は若干の難しさが

あるのかもしれませんが、建替えの形として、まず、今回我々がお貸しする本財産上に

新病棟を建設した上で、隣のＣ棟、Ｄ棟を取り壊していくという風に順次建替えをして

いきますので、動線の問題で一旦病棟間の距離は離れるといったようなことはあるのか

もしれませんが、現在の療養環境を残しながら建替工事をしていくと承知しているもの

でございます。以上でございます。 

【村尾会長】  よろしいでしょうか。その他のご意見、ご質問ございませんか。岡委

員どうぞ。  

【岡委員】  今回この国有地のところを賃貸、借り上げて建て替えるということなん

ですけれども、最終的にはどこかが余ってくることになると思うんですけれども、これ

は赤十字病院の方のことだと思いますが、余ってきた土地というのは、最終的にどうさ
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れる予定なんでしょうか。 

【村尾会長】  事務局からお願いします。 

【原井管財部長】  ありがとうございます。今聞いてる建替計画では、資料８ページ

をご覧いただければわかりやすいかと思いますが、Ｂ棟のところ、ここが空いてくる形

となります。本財産上にＣ棟とＤ棟を移し、そのあとＢ棟を移していくと聞いておりま

す。Ｂ棟のところが空くのですが、ここは計画では駐車場にされると聞いております。 

実はこの周辺、駐車場が確保できていなくて駐車場に苦慮していると聞いております

ので、今回ここのＢ棟のところに駐車場を建てていくという形で有効活用していくと聞

いてございます。 

【岡委員】  それは日本赤十字社が経営される駐車場ということになりますか。 

【原井管財部長】  そうでございます。 

【岡委員】  日本赤十字社としては病院としての敷地面積が広くなりますよね。 

【原井管財部長】  全体的に広くなります。  

【岡委員】  その分施設も充実するので、大丈夫という言い方おかしいですけれども

経営上も問題なく、このＡ棟の京都市に借りている土地というのは、返さなくてもよい

のでしょうか。 

【原井管財部長】  この京都市の土地は引き続き借りていくと承知しております。 

【岡委員】  はい。わかりました。 

【村尾会長】  よろしいでしょうか。光岡委員どうぞ。  

【光岡委員】  京都御所の西側、京都府庁の南側というところで、京都のこの辺の土

地っていうのは、文化財が頻繁に出てくるところでございまして、色んな年代、鎌倉、

室町、平安のところの文化財が出てくると聞いておりますが、この文化財が１回出てき

たときにですね、この計画通りに進むのかどうなのかとかですね。あるいはその辺の契

約上の取扱いをどうするのかっていうのは考えていらっしゃいますでしょうか。 

【村尾会長】  はい。事務局からお願いします。  

【原井管財部長】  この周辺は埋蔵文化財の多い地域でございますが、周辺の開発も

進んでおりますので、特に今現在ですねそこは問題ないんじゃないかという理解の上で

進めているというところでございます。 

【光岡委員】  おそらくこれ容積率５００ですので比較的高層なものが建てられるの
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ではないのかなと思いますので、かなり地中深く基礎を入れたりされることがあるかな

と。その場合、そもそも今の建物がどういう経緯で、あるいは当時問題にならなかった

かどうかっていう、確認はしていませんけども、文化財保護法自体が大分古い法律です

ので、何かしら当時の手当をされているのであれば問題が少ないのかもしれませんけど

も、それは十分ご留意いただければなというふうに思っております。以上です。  

【原井管財部長】  ありがとうございます。今ご指摘いただいた高層の建物というお

話でございますが、今の時点での計画は地上７階建と聞いてございます。 

【村尾会長】  その他ございませんか。花田委員どうぞ。 

【花田委員】  この建替用地として利用いただくということについて、何も問題があ

るとは思わないのです。ただ、これから災害ということがすごく問題になってくると思

います。  

その災害の拠点ということも書いてありますけれども、場所から考えても非常に重要

になると思いますので、是非その建替えのときにはですね、災害があったときの、まさ

に拠点となるような建替えをしていただくと、この建替えの意味もまた加わるのではな

いかなと思います。これからのことだと思いますけれども、どうぞよろしくお願いいた

します。  

【村尾会長】  はい。では事務局からお願いします。  

【原井管財部長】  ありがとうございます。今の先生のご意見も、赤十字社の方に十

分伝えてまいりたいと思います。ありがとうございます。  

【村尾会長】  その他ございませんか。よろしいでしょうか。それでは他にご意見、

ご質問がないようでございますので、採決に移らせていただきます。 

この諮問事項に関しまして、原案通り決定することでよろしいでしょうか。 

（「異議なし」の声あり） 

【村尾会長】  ありがとうございます。特にご異議がないようでございますので、原

案通りに決定ということで答申いたします。 

それでは、続いて、事務局から報告事項の神戸市垂水区に所在する留保財産について

説明をお願いします。 

【八木管財部次長】  管財部次長の八木でございます。  

恐れ入りますが、着席の上、ご説明をさせていただきます。  
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本件は、令和４年１２月に開催された第１３３回審議会において、利用方針をご審議

いただいた、神戸市垂水区に所在する留保財産の利用方針決定後の経過について、ご報

告させていただきます。 

留保財産の利用方針決定後は、原則として、財務局においてその利用方針に基づき相

手方の決定等手続を行うこととなっておりまして、審議会には貸付契約締結後にその旨

報告することとされております。 

本件につきましては、契約締結まで至っておりませんが、具体的な施設整備の方向性

に動きがございましたので、この機会に経過と現状をご報告させていただきます。  

まず初めに、本件留保財産の基本情報と、決定した利用方針について説明いたしま

す。  

１ページをご覧ください。 

まず、国有地の基本情報になります。 

左側地図の赤丸部分が対象地になります。ＪＲ垂水駅から北方にバスで約１０分の場

所に位置し、所在地は神戸市垂水区上高丸３丁目２２５２番１８６３外３筆。土地の数

量は２,４３２.２９平方メートルでございます。  

旧用途は、国家公務員宿舎であり、大阪国税局と兵庫労働局が使用しておりました

が、宿舎を廃止し、当局に引き継がれたものになります。  

都市計画法上の用途地域は第一種及び第二種中高層住居専用地域、建蔽率６０％、容

積率２００％でございます。 

本財産は、神戸市の都市計画マスタープランにおいて、まちのゾーン、一般住宅地に

位置し、主に中層程度の共同住宅と戸建住宅などが調和しながら立地する住宅市街地に

分類されております。 

２ページをご覧ください。 

次に、本財産の周囲の状況でございます。 

周辺は、ＵＲや公営住宅などが集積されており、神戸などのベッドタウンとして発展

した地域でございます。 

接道の状況については、北側の道路は私道で建築基準法上の道路ではございません。  

東側は幅員１０メートルの神戸市道に面しておりますが、市道との高低差があるた

め、擁壁を設置しており、現状東側に出入口はございません。そのため、建築基準法上
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の接道要件を満たすためには、東側道路との間にスロープや階段などを敷地内に設置す

る必要がございます。 

航空写真に写っています、西側の建物につきましては既に解体しており、現状は敷地

全体が更地の状態となっております。 

国有地の概要は以上でございます。 

３ページをご覧ください。 

続いて、本財産の利用方針について説明いたします。  

地元兵庫県及び神戸市から利活用に関する意見等はなく、市場調査において介護施設

での活用意見が寄せられたことを踏まえ、令和４年１２月の審議会において、利用方針

はその他とし、まずは社会福祉法人等を含めた公的利用要望の受付を実施する。  

要望がなかった場合は、二段階一般競争入札を実施するとした利用方針を決定したと

ころでございます。 

４ページをご覧ください。 

次に、利用方針決定以降の事務手続きとスケジュールについて説明いたします。  

まずは３か月間、公的利用要望の受付を行います。その結果、要望がある場合は、資

料の上段部分となります。要望内容について、受付終了後４か月以内に、当局において

事業の必要性、緊急性、実現性のほか、利用計画の妥当性、随意契約の適格性の審査を

行い、適当と認められれば当局として相手方決定を行います。 

一方、要望がない場合は、資料の下段部分になりますが、二段階一般競争入札に向け

た準備を進めることになります。 

５ページをご覧ください。 

続きまして、本財産における利用方針決定以降の具体的な経過と現状について説明い

たします。資料左からになります。 

令和４年の審議会で利用方針決定を受け、令和５年１０月から３か月間、当局ホーム

ページに掲載の上、公的利用要望の受付を行いました。  

その結果、社会福祉法人１者から特別養護老人ホームの整備に係る要望書の提出がご

ざいました。 

これを受け、当局におきまして、審査した結果、要望内容は適当と認められたことか

ら、令和６年５月、当該社会福祉法人に対し停止条件付で処分等相手方として決定通知
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を行ったところでございます。 

停止条件付としている理由は、特別養護老人ホームを整備するためには、今後、神戸

市が実施する介護保険施設等整備事業者の募集において、事業者決定を受ける必要があ

るためでございます。 

例年神戸市では、１０月から１２月に事業者募集、翌年３月に事業者決定というスケ

ジュールとしており、当該社会福祉法人は令和６年度の事業者募集に応募するとしてい

ます。  

応募の結果、事業者に選定された場合は、正式に相手方として決定した上で、鑑定評

価や見積合せを行い、当該社会福祉法人と随意契約を締結することとなります。契約締

結後は、追ってその結果を当審議会に報告いたします。  

一方、事業者に選定されなかった場合は、資料の下段部分になりますが、二段階一般

競争入札に向けた準備を進めることになります。  

６ページをご覧ください。 

次に、当該社会福祉法人の利用要望の概要等について説明いたします。  

相手方は、特別養護老人ホーム１００床の整備を計画しており、一般定期借地権を活

用した５３年の時価貸付を行います。このうち貸付開始から１０年間、財務省理財局長

通達に基づき貸付料の最大５割を減額します。 

この通達は、平成２７年１１月に公表された一億総活躍社会の実現に向けて、緊急に

実施すべき対策の一つとして、介護のために離職する人が増加した社会的な問題に対応

するために設けられたもので、介護離職ゼロの実現に向けた施策の一つになります。  

用地確保が困難な都市部等において、初期投資の負担軽減を図る賃料減額によって、

介護施設整備を加速化させる観点から設けられたものになります。  

先程、当局において要望書を審査し、すでに停止条件付きで相手方決定を行った旨申

し上げたところです。 

当該社会福祉法人は、特別養護老人ホームを含む介護事業の実績が豊富な事業者であ

りまして、事業の実現性や利用計画の妥当性等に特段問題も認められないなど、要望内

容は適当と判断し、相手方決定を行ったものでございます。 

７ページをご覧ください。 

最後に、今後のスケジュールについて説明いたします。  
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資料は、事業者決定を受けることを前提としておりますが、今後、神戸市が募集する

介護保険施設等整備事業者に、当該社会福祉法人が応募し、令和７年３月に事業者決定

を受けていただくことになります。 

これを受けて、当局は、正式に処分等相手方として決定した上で、令和７年度に不動

産鑑定評価及び見積合せを行い、契約を締結する予定としております。  

契約締結後は、建築工事を開始することとなりますが、神戸市における事業者決定の

条件として、原則事業者決定から１年以内に着工、２年以内に竣工することとされてお

ります。このため、令和８年度末までには工事完了し、令和９年度より、施設を開設す

る予定としております。 

最後に、繰り返しとなりますが、事業者に選定されなかった場合には、改めて、二段

階一般競争入札に向けた準備を進めることとなり、具体的な実施内容等については、今

後の審議会にお諮りすることになります。 

以上が神戸市垂水区に所在する留保財産について、利用方針決定後の経過に係る説明

となります。 

【村尾会長】  ただいまの報告事項につきましてご意見、ご質問等ございませんでし

ょうか。小谷委員どうぞ。 

【小谷委員】  今回のこの報告につきましては、特養ができるということで、うまく

利活用ができたなという感じを持っております。  

これは本題とはちょっと違うんですけれども、前々回にも要望させてもらったと思う

んですが、例えば２ページのところで、空中写真を資料として、出していただいてるん

ですけれども、この上から見たところではですね、東側の市道と本件土地とが、高低差

があって擁壁になっているという現況がわからないんですよね。それが例えばグーグル

マップであればですね、そこの現況ということが見える化できます。そういう意味で空

中写真だけじゃなくって、グーグルマップとかいうこともですね併せ活用していただい

て、この現況・状況は、できる限り理解できるような形で、資料として作成していただ

けたらありがたいなと思います。以上です。 

【村尾会長】  事務局からどうぞ。 

【八木管財部次長】  承知いたしました。本財産については、道路との高低差があり

まして、そういった周囲の状況を掲載することによって、財産としてどういう状況なの
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かっていうのがよくわかるような形で提示をさせていただきたいと思います。今後気を

つけて対応してまいります。 

【小谷委員】  よろしくお願いします。 

【村尾会長】  その他如何でしょうか。澤木委員どうぞ。 

【澤木委員】  この要望を出されている社会福祉法人は資料によりますと、介護事業

等の実績が豊富ということでございますけれども、今回のこの要望書の審査の段階で、

当該法人の財務状況といいますか、そういったところの審査は財務局でされているの

か、それとも今後ある神戸市の事業者の認定、そちらの中でなされてそちらに委ねられ

るのか、その辺手続き上どうなっているのか教えていただければと思います。  

【村尾会長】  事務局からお願いします。 

【八木管財部次長】  ありがとうございます。定期借地ということで、53 年間お貸

しをするという形になりますので、経営状況についても私どもで審査しております。審

査に際しましては、外部機関も活用し、本件については、財務内容に特段の問題はない

といった報告を受けております。そういったことを踏まえまして、当局として相手方決

定をしているといった形になりますし、神戸市の方の審査においてもですね、そういっ

た内容を含めた上で、今後審査されるものと承知をしています。以上です。 

【澤木委員】  わかりました。ありがとうございました。  

【村尾会長】  はい。その他如何でしょうか。沢田委員どうぞ。 

【沢田委員】  今の澤木委員のお話と平仄合うとこなんですけども、これ報告という

ことで諮問ではないので、私どもの役割や期待もちょっと不分明で、ご質問ということ

になるんですけども。 

４ページのところの要望内容の審査のところがポイントかと思いますけども、必要

性、緊急性、あるいは適格性というところは、形式的にある程度見極める一方でです

ね、今の澤木委員がおっしゃるとおりで、利用計画の妥当性ですね実現性と、これは６

ページのところにありますように、実績が豊富な事業者であり、その事業の実現性や利

用計画の妥当性等に特段問題等も認められないという書きぶりの問題かもわからないで

すけども、実績が豊富だということと、これからの先行きの事業の実現性、妥当性とい

うのはですね、必ずしもパラレルではないと理解しているんですね。 

ですから、財務内容っていうのは、あくまでその過去の要するに実績の蓄積であっ
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て、健全だということであるんですけど、むしろそれよりも、過去こういう事業におい

て、当該事業者の方がですね、どういう計画、どういう実績、つまり業績ベースで計上

されてきて、かつそれがあるからこれからしっかり計画を遂行できるというところを自

主的に見極めるっていうことが必要だと思います。その点は随分ご理解されると思いま

すけども、お伝えいただければと思います。以上です。  

【村尾会長】  事務局からどうぞ。 

【八木管財部次長】  ご意見いただきましてありがとうございます。  

書きぶりの話はありますけれども、今後そのように対応してまいりたいと思います。 

【村尾会長】  その他ございますでしょうか。ご意見、ご質問よろしいでしょうか。 

それでは他にご質問等もないようでございますので、以上をもちまして、本日予定さ

れておりました議事は終了いたしました。最後に関口局長から一言お願いいたします。 

【関口局長】  本日は、大変貴重なご意見をいただきまして、誠にありがとうござい

ました。  

本日答申いただきました内容に基づき、また、本日皆様方からいただいたご意見を踏

まえて、適切に進めてまいりたいと思います。 

今後とも国有財産行政はもとより、財務行政全般につきまして、引き続きご指導ご鞭

撻いただきますようよろしくお願いいたします。簡単ではございますが御礼のご挨拶と

させていただきます。ありがとうございました。  

【村尾会長】  以上をもちまして、第１３５回国有財産近畿地方審議会を閉会とさせ

ていただきます。本日はありがとうございました。 

 

―― 了 ―― 

 


